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バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の概要 

 

 

（１）議定書の目的（第１条）  

 特に国境を越える移動に焦点を合わせて、現代のバイオテクノロジーにより改変さ

れた生物（Living Modified Organisms（以下 LMOという。））であって生物多様性

の保全及び持続可能な利用に悪影響（人の健康に対する危険も考慮したもの）を及ぼ

す可能性のあるものの安全な移送、取扱い及び利用の分野において十分な水準の保護

を確保することに寄与することを目的とする。 

 

（２）議定書の適用範囲等（第２～４条）  

 この議定書は、生物多様性に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての LMOの国境を

越える移動、通過、取扱い及び利用について適用する。 

 締約国は、改変された生物の作成、取扱、輸送、利用、移送及び放出が生物の多様

性に対する危険を防止し又は減少させる方法で行われることを確保する。 

 

（３）輸出入に関する手続き（第６条～第 14条） 

① 環境への意図的な導入を目的とする LMO（栽培用種子など）の輸出入に際し

ては、事前の通告による同意（AIA）手続きが必要。 

輸出国（または輸出者）は、LMO の意図的な国境を越える移動に先立ち、輸

入国に対して通告を行う。輸入国は、その情報を踏まえ、リスク評価を実施し輸

入の可否を決定する。 

② 拡散防止措置の下での利用を目的とする LMOの輸出入については、輸入締約

国の基準に従って行われる場合には AIAの適用除外。 

③ 食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的とする LMO（コ

モディティ）の輸出入に関しては、AIA手続きを必要とはせず、その LMOの国

内利用について最終的な決定を行った締約国は、バイオセーフティに関する情報

交換センターを通じてその決定を他の締約国に通報する。輸入締約国は自国の国

内規制の枠組みに従いコモディティの輸入について決定することができる。 

 

（４）リスク評価、リスク管理の実施について（第 15・16条） 

 締約国は輸入についての決定に際し、リスク評価を実施する。 

また、リスク評価によって特定されたリスクであって、LMO の利用、取扱い及び国

境を越える移動に係るものを規制し、管理し、制御する。 

  

（５）意図的でない国境を越える移動及び緊急措置（第 17条） 

 議定書の締約国は、LMO の意図的でない国境を越える移動につながる可能性のあ

る放出をもたらす事態が自国の管轄下において生じたことを知った場合には、悪影響

を受ける可能性のある国等に通報するための適当な措置をとる。また、当該悪影響を
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受ける可能性がある国が適切な対応を決定し及び緊急措置等を開始できるよう、当該

国と直ちに協議する。 

 

（６）取扱い、輸送、包装及び表示について（第 18条） 

 議定書の締約国は、LMOの安全な取扱い等を義務づけるために必要な措置をとる。

また、LMOには、必要な情報を含んだ文書を添付する。 

 

（７）不法な国境を越える移動（第 25条） 

 議定書の締約国は、この議定書を実施するための自国の国内措置に違反して行われ

る LMOの国境を越える移動を防止するための適当な国内措置をとることとし、不法

な国境を越える移動があった場合には、その影響を受けた締約国は、当該移動が開始

された締約国に対し、当該 LMOを当該移動が開始された締約国の負担で適宜送り返

し又は死滅させることによって処分することを要請することができる。 

 

（８）責任及び救済（第 27条） 

 議定書の締約国会議は、LMO の国境を越える移動から生ずる損害についての責任

及び救済に関する国際的な規則及び手続を作成することとし、議定書の第１回締約国

会合後４年以内にその作業を完了するよう努める。 
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